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区分 新 旧 
新 
はじめに 
旧 
はじめに 

はじめに 

我が国の社会経済の根幹を揺るがす大きな課題として「少子

化」が問題視されるようになり、はや 20 年以上が経過しました。 

国では、平成 15 年に少子化社会対策基本法を策定し、長期

的な少子化対策を実施してまいりましたが、少子化傾向は変わら

ず、平成 28 年には出生者数が 100 万人を割り込み、その後も

出生者数が減少し続ける状況となっており、今後は、より効果的な

対策が求められております。 

 

本市における子育て支援施策としては、「佐倉市次世代育成支援行動計画（平成 16～

26 年度）」に基づき、認可保育園や学童保育所などの施設整備を積極的に進める一方、

病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業などのソフト面についても充実させ、子ども

たちが、いきいきのびのびと成長できる環境の整備を推進してまいりました。 

また、平成 27 年度には、子育て支援に対するニーズの増加・多様化に対応するために導

入された「子ども・子育て支援新制度」に基づき、「佐倉市子ども・子育て支援事業計画」

（平成 27～31 年度）を策定し、「手をつなぎ、みんなで育てよう！笑がお いっぱい 佐倉っ

子」を基本理念に掲げ、妊娠から子育て期まで切れ目のない支援を行うための子育て世代

包括支援センターを設置するなど、新規事業に積極的に取り組んできたところです。 

 

このたび策定いたしました第２期佐倉市子ども・子育て支援事業計画につきましては、こ

れまで培ってまいりました事業実績を踏まえるとともに、子どもや子育てを取り巻くニーズの

変化を勘案し、子育てしやすいまちづくりを更に推進するための計画となっております。 

 

本計画を推進することにより、家庭、学校、地域の協力体制をより強化し、社会全体で子

どもを育む社会を築いていきたいと考えております。 

市民の皆様におかれましては、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

令和 5 年 3 月 

佐倉市長 西田 三十五  
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区分 新 旧 
新 P2 
旧 P2  

１ 計画策定の背景  
我が国では、経済状況の低迷を背景とした子育てに対する負担感の増大、女性の社会進出によ

る婚姻率の低下や晩婚化等さまざまな要因から、徐々に少子化が進行してきました。 

平成 17 年の合計特殊出生率は、人口を維持するのに必要とされる 2.07 を大きく下回る、

1.26 まで低下し、出生者数も 100 万人を割り込むことが見込まれるなど、近年では、その進行が

急速なものとなっており、早急な対応が必要となっていました。 

急速に進行する少子化や、家庭や地域を取り巻く社会環境の変化を受け、国では、次世代育成

対策推進法を策定し、子育てのための環境改善に取り組んできましたが、核家族化の進展、地域

のつながりの希薄化などにより、保護者が孤立する、いわゆる「ワンオペ育児」の問題は解消され

ず、子育てに孤立感を抱える保護者は依然として多い状況となっています。 

 

また、経済状況が依然として厳しい中、共働き家庭は増加し続ける一方、保育園に子どもを預け

たいと希望しても待機児童となってしまうなど、仕事と子育てを両立するための環境整備が十分と

はいえず、子どもや子育てをめぐる環境は厳しい状況が続いています。 

このような状況を受け、これまでの取り組みを大幅に刷新し、「子どもの最善の利益」が実現され

る社会を目指すとの考えを基本に、制度・財源を一元化して新しい仕組みを構築し、子どもの幼児

期の教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援等を総合的に進めてい

くことを目指し、平成 24 年に「子ども・子育て関連３法」が制定されました。 

 

本市でも、これを受け、平成 27～31 年度を計画期間として、すべての子どもの良質な生育環境

を保障し、子どもと子育て家庭を社会全体で支援することを目的に「佐倉市子ども・子育て支援事

業計画（第１期）」（以下「第１期計画」という。）を策定しました。 

本計画においても、第１期計画の施策を引き継ぎ、子どもと子育て家庭を社会全体で支援する

仕組みを構築していきます。 

また、平成 26 年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、同年８月に「子

供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。 

その後、令和元年９月に同法の一部を改正する法律が施行され、子どもの貧困対策に関する市

町村計画の策定が努力義務となりました。 

本市では、本計画の中間見直しに合わせて、本計画の一部に「佐倉市子どもの貧困対策計画」

の役割を持たせることとし、市の取り組みを国の示す重点施策ごとに整理して示します。 

 

 

 

１ 計画策定の背景  
我が国では、経済状況の低迷を背景とした子育てに対する負担感の増大、女性の社会進出によ

る婚姻率の低下や晩婚化等さまざまな要因から、徐々に少子化が進行してきました。 

平成 17 年の合計特殊出生率は、人口を維持するのに必要とされる 2.07 を大きく下回る、

1.26 まで低下し、出生者数も 100 万人を割り込むことが見込まれるなど、近年では、その進行が

急速なものとなっており、早急な対応が必要となっていました。 

急速に進行する少子化や、家庭や地域を取り巻く社会環境の変化を受け、国では、次世代育成

対策推進法を策定し、子育てのための環境改善に取り組んできましたが、核家族化の進展、地域

のつながりの希薄化などにより、保護者が孤立する、いわゆる「ワンオペ育児」の問題は解消され

ず、子育てに孤立感を抱える保護者は依然として多い状況となっています。 

 

また、経済状況が依然として厳しい中、共働き家庭は増加し続ける一方、保育園に子どもを預け

たいと希望しても待機児童となってしまうなど、仕事と子育てを両立するための環境整備が十分と

はいえず、子どもや子育てをめぐる環境は厳しい状況が続いています。 

このような状況を受け、これまでの取り組みを大幅に刷新し、「子どもの最善の利益」が実現され

る社会を目指すとの考えを基本に、制度・財源を一元化して新しい仕組みを構築し、子どもの幼児

期の教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援等を総合的に進めてい

くことを目指し、平成 24 年に「子ども・子育て関連３法」が制定されました。 

 

本市でも、これを受け、平成 27～31 年度を計画期間として、すべての子どもの良質な生育環境

を保障し、子どもと子育て家庭を社会全体で支援することを目的に「佐倉市子ども・子育て支援事

業計画（第１期）」（以下「第１期計画」という。）を策定しました。 

第２期計画においても、第１期計画の施策を引き継ぎ、子どもと子育て家庭を社会全体で支援す

る仕組みを構築していきます。 
 

 

第１章 計画の策定にあたって 第１章 計画の策定にあたって 
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区分 新 旧 
新 P3 
旧 P3（ 

国の少子化対策の流れと佐倉市子ども・子育て支援事業計画 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

国の少子化対策の流れと佐倉市子ども・子育て支援事業計画 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

少子化対策プラスワン 
・児童福祉法の一部改正（平成 15 年） 
・次世代育成支援対策推進法の成立（平成 15 年） 

エンゼルプラン 
「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」 
の策定（平成６年） 

新エンゼルプラン 
「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画」の策
定（平成 11 年） 

佐倉市次世代育成支援行動計画 

（前期計画）の策定（平成 16 年） 

・少子化社会対策基本法の成立（平成 15 年） 
・少子化社会対策大綱の策定（平成 16 年） 

↓ 

子ども・子育て応援プラン 
「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計

画」の策定（平成 16 年） 

・「新しい少子化対策」の策定（平成 18 年） 

・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の 

策定（平成 19 年） 

佐倉市次世代育成支援行動計画 

（後期計画）の策定（平成 22 年） 

少
子
化
の
進
行 

・「子ども・子育てビジョン」の策定（平成 22 年） 
・待機児童解消「先取り」プロジェクト（平成 22 年） 

・「子ども・子育て関連３法」の成立（平成 24 年） 
・「待機児童解消加速化プラン」の策定（平成 25 年） 
・少子化危機突破のための緊急対策（平成 25 年） 

少
子
化
の
加
速
化 

日
本
総
人
口
の
減
少 

・新たな少子化対策大綱の策定と推進（平成 27 年） 

・子ども・子育て支援新制度の施行（平成 27 年） 

・次世代育成支援対策推進法延長（平成 27 年） 

佐倉市子ども・子育て支援事業計画の策定 

（平成 27 年） 

・ニッポン一億総活躍プランの策定（平成 28 年） 
・「子育て安心プラン」の公表（平成 29 年） 
・「新しい経済政策パッケージ」の策定（平成 29 年） 

結
婚
・
出
産
・
子
育
て
へ
切
れ
目
の
な

子
育
て
を
社
会
全
体
で
支
援

子
ど
も
・
子
育

て

が
施
行

子
育
て

家
庭
を
対
象
と
し
た
施
策
が
展
開

子
育
て

の
経
済
的
負
担
軽
減
の
た
め
に
幼
児
教
育
・
保
育
の

無
償
化
が
実
施

 

第 2 期佐倉市子ども・子育て支援事業計画の策定

（令和 2 年） 

幼児教育・保育の無償化（令和元年） 

仕
事
と
子
育
て
の
両

立
支
援
の
観
点
か

ら
、
特
に
保
育
に
関

す
る
施
策
が
中
心
と

な
っ
て
い
る
。 

国
の
基
本
施
策
と
し
て
、
計
画
的
に
次
世
代
育
成
支
援
を
進
め
、
家
庭

や
地
域
社
会
に
お
け
る
「
子
育
て
機
能
の
再
生
」
を
図
る
。
す
べ
て
の

家
庭
に
対
す
る
子
育
て
支
援
を
市
町
村
の
義
務
と
し
、
そ
の
仕
組
み
を

整
備
す
る
。
若
者
の
自
立
や
働
き
方
の
見
直
し
な
ど
幅
広
い
分
野
で
具

体
的
目
標
値
を
設
定
し
て
い
る
。 

「
仕
事
と
生
活
の
調
和
の
実
現
」

と
「
包
括
的
な
次
世
代
育
成
支
援

の
枠
組
み
の
構
築
」
の
同
時
並
行

的
取
組
を
推
進
す
る
。 

 

子
育
て
家
庭
支

援
が
主
体 

子
育
て
の
社
会
化
と
若
い
世
代
へ
の
支
援 

就
労
と
結
婚
・
出
産
・
子
育

て
の
二
者
択
一
構
造
の
解

少子化対策プラスワン 
・児童福祉法の一部改正（平成 15 年） 
・次世代育成支援対策推進法の成立（平成 15 年） 

エンゼルプラン 
「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」 
の策定（平成６年） 

新エンゼルプラン 
「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画」の策
定（平成 11 年） 

佐倉市次世代育成支援行動計画 

（前期計画）の策定（平成 16 年） 

・少子化社会対策基本法の成立（平成 15 年） 
・少子化社会対策大綱の策定（平成 16 年） 

↓ 

子ども・子育て応援プラン 
「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計

画」の策定（平成 16 年） 

・「新しい少子化対策」の策定（平成 18 年） 

・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の 

策定（平成 19 年） 

佐倉市次世代育成支援行動計画 

（後期計画）の策定（平成 22 年） 

少
子
化
の
進
行 

・「子ども・子育てビジョン」の策定（平成 22 年） 
・待機児童解消「先取り」プロジェクト（平成 22 年） 

・「子ども・子育て関連３法」の成立（平成 24 年） 
・「待機児童解消加速化プラン」の策定（平成 25 年） 
・少子化危機突破のための緊急対策（平成 25 年） 

少
子
化
の
加
速
化 

日
本
総
人
口
の
減
少 

・新たな少子化対策大綱の策定と推進（平成 27 年） 

・子ども・子育て支援新制度の施行（平成 27 年） 

・次世代育成支援対策推進法延長（平成 27 年） 

佐倉市子ども・子育て支援事業計画の策定 
（平成 27 年） 

・ニッポン一億総活躍プランの策定（平成 28 年） 
・「子育て安心プラン」の公表（平成 29 年） 
・「新しい経済政策パッケージ」の策定（平成 29 年） 

結
婚
・
出
産
・
子
育
て
へ
切
れ
目

子
育
て
を
社
会
全
体
で
支
援
す
る

子
ど
も
・
子

育
て
支
援
新
制
度

が
施
行
さ
れ

子

育
て
家
庭
を
対
象
と
し
た
施
策
が
展
開
さ
れ

る

子
育
て
の
経
済
的
負
担
軽
減
の
た
め
に
幼

児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
が
実
施

 第 2 期佐倉市子ども・子育て支援事業計画の策定

幼児教育・保育の無償化（令和元年） 

仕
事
と
子
育
て
の
両
立

支
援
の
観
点
か
ら
、
特

に
保
育
に
関
す
る
施
策

が
中
心
と
な
っ
て
い

る
。 

国
の
基
本
施
策
と
し
て
、
計
画
的
に
次
世
代
育
成
支
援
を
進
め
、
家
庭

や
地
域
社
会
に
お
け
る
「
子
育
て
機
能
の
再
生
」
を
図
る
。
す
べ
て
の
家

庭
に
対
す
る
子
育
て
支
援
を
市
町
村
の
義
務
と
し
、
そ
の
仕
組
み
を
整

備
す
る
。
若
者
の
自
立
や
働
き
方
の
見
直
し
な
ど
幅
広
い
分
野
で
具
体

的
目
標
値
を
設
定
し
て
い
る
。 

「
仕
事
と
生
活
の
調
和
の
実

現
」
と
「
包
括
的
な
次
世
代
育

成
支
援
の
枠
組
み
の
構
築
」
の

同
時
並
行
的
取
組
を
推
進
す

る
。 

子
育
て
家
庭
支

援
が
主
体 

子
育
て
の
社
会
化
と
若
い
世
代
へ
の
支
援 

就
労
と
結
婚
・
出
産
・
子
育

て
の
二
者
択
一
構
造
の
解
決 

第 2 期佐倉市子ども・子育て支援事業計画の策定
（令和 2 年） 
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区分 新 旧 
新 P4 
(新規) 
 
旧無し 
 

 

国の少子化対策の流れと佐倉市子ども・子育て支援事業計画（前頁からの続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②国の子どもの貧困対策の流れと佐倉市子どもの貧困対策計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

こ
ど
も
の
権
利
の
保
障 

・こども基本法成立（令和 4年） 
・児童福祉法改正 （令和 4年） 
・こども家庭庁設置（令和 5年） こ

ど
も
ま
ん
な
か
社
会

を
目
指
し
て 

こ
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
第
一
に
考

こ
ど
も
ま
ん
な
か

を
目
指

 

こ
ど
も
の
権
利
を
保
障

誰
一
人
取
り
残

健
や
か
な
成
長 

を
社
会
全
体
で
後
押
し

 

第 2期佐倉市子ども・子育て支援事業計画の改定

（令和 5 年） 

子
ど
も
の
貧
困
の
連
鎖 

・子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行（平成 26 年） 

・子供の貧困対策に関する大綱の策定（平成 26 年） 

・子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正（令和元年） 

・子供の貧困対策に関する大綱の改定（令和元年） 
 

佐倉市子どもの貧困対策計画の策定（令和 5 年） 

(※第 2 期佐倉市子ども・子育て支援事業計画改定版と一体化) 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
に
推
進 

現
在
か
ら
将
来

全
て
の
子
ど
も
た
ち
が
夢
や
希
望

を
持
て
る
社
会
を
目
指

 

子
育
て
や
貧
困
を
家
庭
の
み
の
責
任

子
ど
も
を
第
一

に
考
え
た
支
援
を
包
括
的
・
早
期
に
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区分 新 旧 
新 P5 
旧 P4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・「子ども・子育てビジョン」の策定（平成 22 年） 
・待機児童解消「先取り」プロジェクト（平成 22 年） 

・「子ども・子育て関連３法」の成立（平成 24 年） 
・「待機児童解消加速化プラン」の策定（平成 25 年） 
・少子化危機突破のための緊急対策（平成 25 年） 

佐倉市子ども・子育て支援事業計画 
の策定（平成 27 年） 

す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
を
対
象
と
し

た
子
育
て
支
援 

制
度
・
財
源
を
一
元
化

幼
児
期
の

学
校
教
育
・
保
育
の
一
体
的
な

保
育
の

に
お
け
る
養

育
支
援
等
を
総
合
的
に
進

 
 

日
本
総
人
口
の
減
少 

○ 「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すという考え方を基本とする。 
○ 障害、疾病、虐待、貧困など社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、す

べての子どもや子育て家庭を対象とし、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障す

ることを目指す。 
○ 核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増加、依然として多くの待機

児童の存在、児童虐待の深刻化、兄弟姉妹の数の減少など、子育て家庭や子どもの育ちをめ

ぐる環境が変化。 
○ 子ども・子育て支援とは、保護者が子育てについての第一義的責任を有することを前提

としつつ、上記の環境の変化を踏まえ、地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負

担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向

き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがい

を感じることができるような支援をしていくこと。そうした支援によって、より良い親子

関係を形成していくことは、子どものより良い育ちを実現することに他ならない。 
○ 乳児期における愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期にお

ける他者との関わりや基本的な生きる力の獲得など、乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、

発達に応じた適切な保護者の関わりや、質の高い教育・保育の安定的な提供を通じ、子ども

の健やかな発達を保障することが必要。 
○ 子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児期の教育・保育、地域

における多様な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることが必要。その際、妊

娠・出産期からの切れ目のない支援を行っていくことに留意することが重要。 
○ 社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する

関心や理解を深め、各々が協働し、それぞれの役割を果たすことが必要。 
 

子ども・子育て支援事業計画における策定の視点 

子ども・子育て支援事業計画に盛り込む内容 

（必須記載事項） 
１．教育・保育提供区域の設定に関する事項 
２．各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制

の確保の内容及びその実施時期に関する事項 
３．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 
４．子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関

する体制の確保の内容に関する事項 
５．子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容に関する事項 
 
（任意記載事項） 
１．産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の円滑

な利用の確保に関する事項 
２．子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連

携に関する事項 
３．労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整

備に関する施策との連携に関する事項 

 

○ 「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すという考え方を基本とする。 
○ 障害、疾病、虐待、貧困など社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、す

べての子どもや子育て家庭を対象とし、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障す

ることを目指す。 
○ 核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増加、依然として多くの待機

児童の存在、児童虐待の深刻化、兄弟姉妹の数の減少など、子育て家庭や子どもの育ちをめ

ぐる環境が変化。 
○ 子ども・子育て支援とは、保護者が子育てについての第一義的責任を有することを前提

としつつ、上記の環境の変化を踏まえ、地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負

担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向

き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがい

を感じることができるような支援をしていくこと。そうした支援によって、より良い親子

関係を形成していくことは、子どものより良い育ちを実現することに他ならない。 
○ 乳児期における愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期にお

ける他者との関わりや基本的な生きる力の獲得など、乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、

発達に応じた適切な保護者の関わりや、質の高い教育・保育の安定的な提供を通じ、子ども

の健やかな発達を保障することが必要。 
○ 子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児期の教育・保育、地域

における多様な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることが必要。その際、妊

娠・出産期からの切れ目のない支援を行っていくことに留意することが重要。 
○ 社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する

関心や理解を深め、各々が協働し、それぞれの役割を果たすことが必要。 

子ども・子育て支援事業計画における策定の視点 

子ども・子育て支援事業計画に盛り込む内容 

（必須記載事項） 
１．教育・保育提供区域の設定に関する事項 
２．各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制

の確保の内容及びその実施時期に関する事項 
３．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 
４．子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関

する体制の確保の内容に関する事項 
５．子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容に関する事項 
 
（任意記載事項） 
１．産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の円滑

な利用の確保に関する事項 
２．子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連

携に関する事項 
３．労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整

備に関する施策との連携に関する事項 
４. 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て

支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項 
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継承 

調和 

継承 

調和 

区分 新 旧 
新 P6 
旧 P5 ２ 計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画です。

国より示された「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育

て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確

保するための基本的な指針」に基づき、本市が取り組むべき対策と達成すべき目標や実施時期を明

らかにし、計画的に取り組みを推進します。 

また、本計画は、「第５次佐倉市総合計画」を上位計画とし、各種関連計画と整合を図り策定するも

のです。 

なお、次世代育成支援対策推進法の趣旨を鑑み、本計画を、少子化対策のための行動計画と一

体のものとして位置づけています。 
上位計画、関連法案との関係 

年度 佐倉市  国 
   

Ｈ13 

 

 

 

 

Ｈ22 

第
３
次
佐
倉
市
総
合
計
画 

 

 

○次世代育成支援対策推進法 

（第 8 条第 1 項） 

・全国的な少子化を受け、総合的対

策を講じるための行動計画策定が

義務付けられた。 

※平成 17 年度から 10 年間の時限立

法でしたが、さらに 10 年間延長さ

れ、策定は市町村の任意となっ

た。 

   

Ｈ23 

 

 

 

 

Ｈ31 

第
４
次
佐
倉
市
総
合
計
画 

 

 

 

  

  

 

H27.4.1 施行 

○子ども・子育て支援法(第 61条) 

・急速な少子化の進行や家庭等を取

り巻く環境の変化に鑑み、一人ひと

りの子どもが健やかにすることが

できる社会の実現を目指し、事業計

画の策定が義務付けられた。 

Ｒ 2 

 

 

 

Ｒ 6 

第
５
次
佐
倉
市
総
合
計
画 

 
 

 R5.4.1 施行 

○こども基本法 

・次代の社会を担う全てのこどもが、

生涯にわたる人格形成の基礎を築き、

自立した個人として等しくすこやか

に成長することができ、こどもの心身

の状況、置かれている環境等に関わら

ず、その権利の擁護が図られ、将来に

わたって幸福な生活を送ることがで

きる社会の実現を目指して、こども施

策を総合的に推進すること。 
 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画で

す。国より示された「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子

ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円

滑な実施を確保するための基本的な指針」に基づき、本市が取り組むべき対策と達成すべき目

標や実施時期を明らかにし、計画的に取り組みを推進します。 

また、本計画は、「第５次佐倉市総合計画」を上位計画とし、各種関連計画と整合を図り策定

するものです。 

なお、次世代育成支援対策推進法の趣旨を鑑み、本計画を、少子化対策のための行動計画

と一体のものとして位置づけています。 
上位計画、関連法案との関係 

年度 佐倉市  国 
   

Ｈ13 

 

 

 

 

Ｈ22 

第
３
次
佐
倉
市
総
合
計
画 

 

 

○次世代育成支援対策推進法 

（第 8 条第 1 項） 

・全国的な少子化を受け、総合的対

策を講じるための行動計画策定が

義務付けられた。 

※平成 17 年度から 10 年間の時限立

法でしたが、さらに 10 年間延長さ

れ、策定は市町村の任意となっ

た。 

   

Ｈ23 

 

 

 

 

Ｈ31 

第
４
次
佐
倉
市
総
合
計
画 

 

 

 

  

  

 

H27.4.1 施行 

○子ども・子育て支援法(第 61条) 

・急速な少子化の進行や家庭等を取

り巻く環境の変化に鑑み、一人ひと

りの子どもが健やかにすることが

できる社会の実現を目指し、事業計

画の策定が義務付けられた。 

Ｒ 2 

 

 

 

Ｒ 6 

第
５
次
佐
倉
市
総
合
計
画 

 
 

  

 

佐倉市子ども・子育て支援事業計画 

（平成 27年度～平成 31年度） 

 

佐倉市次世代育成支援行動計画（前期計画） 

（平成 16 年度～平成 21 年度） 

佐倉市次世代育成支援行動計画（後期計画） 

（平成 22 年度～平成 26 年度） 

他の個別計画 
（健康さくら 21、佐倉市地域福祉計画、佐倉市障害福祉計

画、佐倉市青少年育成計画、佐倉市男女平等参画基本計画等） 

第 2期佐倉市子ども・子育て支援事業計画 

（令和 2年度～令和 6年度） 

佐倉市子ども・子育て支援事業計画 

（平成 27年度～平成 31年度） 

 

佐倉市次世代育成支援行動計画（前期計画） 

（平成 16 年度～平成 21 年度） 

佐倉市次世代育成支援行動計画（後期計画） 

（平成 22 年度～平成 26 年度） 

他の個別計画 
（健康さくら 21、佐倉市地域福祉計画、佐倉市障害福祉計

画、佐倉市青少年育成計画、佐倉市男女平等参画基本計画等） 

第 2期佐倉市子ども・子育て支援事業計画 

（令和 2年度～令和 6年度） 

継承 

調和 
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区分 新 旧 

新 P7 
旧 P6 ３ 計画の対象 

本計画は、すべての子どもとその家庭、地域、企業などすべての個人及び団体を対象とします。 

なお、本計画における「子ども」は、18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある者と

しますが、こども基本法の趣旨に鑑み、次期計画（R7～）においては、「子ども」は「心身の発達の過程

にある者」とし、取り組みを進めてまいります。 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和 2 年度から令和６年度までの５年間とします。 
 

本計画の計画期間 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
         

 第２期佐倉市子ども・子育て支援事業計画（本計画）    

         

 必要に応じて見直し 次期計画（R7～） 

         

 

５ 計画の策定方法 

本計画は、市民や保育の専門家等から選ばれた委員により構成する「佐倉市子育て支援推進委員

会」において計画の協議、検討を行いました。また、市役所の関係各課で構成する「佐倉市子ども・子

育て支援事業計画庁内検討会」を設置し、事業間の調整や今後の方針など、具体的な施策の検討を

行いました。 

また、平成 30 年 12 月に実施した子ども・子育て支援に係るニーズ調査結果やパブリックコメント

など広く市民のかたの意見をお聞きして策定しました。 

 

本計画は、すべての子どもの健やかな育ちを保障していくために、特に乳幼児期に発

達段階に応じた質の高い教育・保育及び子育て支援が提供されることが重要であると

の視点で策定しております。このことから、法定計画として必須記載事項である、主に就

学前児童を対象とした教育・保育や地域の子育て支援サービスの提供体制の確保を主

眼に策定しております。 
 

３ 計画の対象 

本計画は、すべての子どもとその家庭、地域、企業などすべての個人及び団体を対象としま

す。 

なお、本計画における「子ども」とは、18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にあ

る者とします。 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和 2 年度から令和６年度までの５年間とします。 
 

本計画の計画期間 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
 

        

 第２期佐倉市子ども・子育て支援事業計画（本計画）    

     
 

   

 必要に応じて見直し 次期計画（R7～） 

         

 

５ 計画の策定方法 

本計画は、市民や保育の専門家等から選ばれた委員により構成する「佐倉市子育て支援推

進委員会」において計画の協議、検討を行いました。また、市役所の関係各課で構成する「佐倉

市子ども・子育て支援事業計画庁内検討会」を設置し、事業間の調整や今後の方針など、具体

的な施策の検討を行いました。 

また、平成 30 年 12 月に実施した子ども・子育て支援に係るニーズ調査結果やパブリックコ

メントなど広く市民のかたの意見をお聞きして策定しました。 

 

本計画は、すべての子どもの健やかな育ちを保障していくために、特に乳幼児期に発

達段階に応じた質の高い教育・保育及び子育て支援が提供されることが重要であると

の視点で策定しております。このことから、法定計画として必須記載事項である、主に就

学前児童を対象とした教育・保育や地域の子育て支援サービスの提供体制の確保を主

眼に策定しております。 
 

 
 

計画策定 

評価・次期 
計画策定 

計画策定 

評価・次期 
計画策定 
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区分 新 旧 
新 P8 
旧 P7 

 
 

 

 

 

 

第２章 

子どもと子育ての現状 
 

 

 

  
第 2 章 

子ども子育ての現状 
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区分 新 旧 
新 P9 
旧 P8  
 

 
 
 
１ 総人口と世帯等の推移 
（１）人口の推移 

本市の人口は、平成 23（2011）年をピークに減少傾向となり、令和 4（2022）年には 17 万

2 千人を割り込みました。外国人は増加傾向にありましたが近年横ばいになっています。 

総人口（人）                                                                外国人（人） 

 
（２）年齢別（３区分）人口割合の推移 

本市の老年人口は増加し、年少人口及び生産年齢人口が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 総人口と世帯等の推移 
（１）人口の推移 

本市の人口は、平成 23（2011）年をピークに減少傾向となり、令和 4（2022）年には 17 万 2

千人を割り込みました。外国人は増加傾向にありましたが近年横ばいになっています。 

 

（２）年齢別（３区分）人口割合の推移 

本市の老年人口は増加し、年少人口及び生産年齢人口が減少しています。 

平成 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 子どもと子育ての現状 第２章 子どもと子育ての現状 
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区分 新 旧 
新 P10、

P11 
旧 P9 

（３）世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

本市では、人口が減少している一方で世帯数は増加しており、一世帯当たりの人数は減少して

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 少子化の動向 
（１）合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率の推移をみると、平成 17（2005）年には 0.97 まで減少しましたが、

その後、平成 21（2009）年からは増加傾向に転じ平成 27（２０１５）年には１．２6 まで回復しま

した。しかし、その後再び減少傾向となり、令和 2（２０２０）年には 1.01 まで減少しています。千葉

県、全国に比べても大きく下回っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

人口が減少している一方で、世帯数は増加しており、一世帯当たりの人数は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年 3 月末。2011 年、2012 年は外国人を含まない） 

２ 少子化の動向 
（１）合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率の推移をみると、平成 17（2005）年には 0.97 まで減少しましたが、そ

の後、平成 21（2009）年からは増加傾向にあります。しかし、依然として千葉県、全国に比べると

大きく下回っています。なお、現在の人口を維持するために必要とされる合計特殊出生率は概ね

2.07 とされています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県衛生統計年報  

 
 

1.29
1.26

1.32
1.34

1.37 1.37
1.39 1.39

1.41
1.43 1.42

1.45 1.44 1.43

1.22 1.22 1.23
1.25

1.29
1.31

1.34
1.31 1.31

1.33 1.32

1.38
1.35 1.34

1.05

0.97

1.02

1.11

1.04
1.08

1.15 1.16
1.18 1.19 1.19

1.26

1.14 1.15

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 全国 千葉県 佐倉市

71,010
71,665

73,112

74,065

74,809
75,451

76,146
76,805

2.48
2.46

2.43

2.40

2.37
2.35

2.32

2.29

2.20

2.25

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

68,000

69,000

70,000

71,000

72,000
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74,000
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（世帯数） （一世帯当たり人数）
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区分 新 旧 
新 P12 
旧 P10 

（２）出生数の推移 

本市の出生数の推移をみると、平成 20（2008）年以降、概ね 1,200 人前後で推移していま

したが、平成 29（2017）年に 1,000 人を下回り、令和 2（2020）年には 800 人を割り込みま

した。 

千葉県の出生数は、平成 23（2011）年まで 50,000 人を超えていましたが、以後は急激に減

少傾向となり、令和 2（2020）年には約 40,000 人まで減少しています。 

 
 

（２）出生数の推移 

本市の出生数の推移をみると、平成 20（2008）年以降、概ね 1,200 人前後で推移していまし

たが、平成 29（2017）年に 1,000 人を下回りました。また千葉県の出生数は、平成 23（2011）

年まで 50,000 人を超えていましたが、平成 24（2012）年には 50,000 人を下回りました。 

 

 
資料：佐倉市統計表 

本市ではしばらく横ばいで推移していた出生数に、減少傾向が見られます。子どもを産む世代の

女性の数の減少や、現在の合計特殊出生率の水準を考え合わせると、今後一層の少子化が進ん

でいくものと考えられます。 
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区分 新 旧 
新 P12 

P13 
旧 P11 

（３）結婚件数、離婚件数の推移 

本市の結婚件数についてみると、平成 21（２００９）年までは 800 件前後で推移していましたが、

平成 22(2010)年からは減少傾向となり、令和 2（2020）年には 500 件を割り込みました。離婚の

件数は年度により増減がありますが、300 件前後で推移しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）年齢階層別女性就業率の状況 

日本の女性の就業率は、出産や育児により低下し、子どもの成長とともに上昇する傾向にあり、20

歳代と 40～50 歳代を２つの頂点とし、30 歳代を谷とするＭ字カーブを描いています。年齢階層別の

女性就業率の推移をみると、平成 21 年から平成 29 年でＭ字カーブが次第に緩やかになっている

ことから、子育てをしながら就労する女性が増加していることが考えられます。 

（単位：％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）結婚件数、離婚件数の推移 

本市の結婚件数についてみると、平成 21（２００９）年までは 800 件前後で推移していました
が、平成 22(2010)年からは減少傾向にあります。離婚の件数は年度により増減がありますが、
300 件前後で推移しています。離婚等によるひとり親家庭においては、子どもを預ける必要性が
より強いものと考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

資料：千葉県衛生統計年報 

（４）年齢階層別女性就業率の状況 

日本の女性の就業率は、出産や育児により低下し、子どもの成長とともに上昇する傾向にあり、
20 歳代と 40～50 歳代を２つの頂点とし、30 歳代を谷とするＭ字カーブを描いています。年齢
階層別の女性就業率の推移をみると、平成 21 年から平成 29 年でＭ字カーブが次第に緩やか
になっていることから、子育てをしながら就労する女性が増加していることが考えられます。 

 
資料：男女共同参画白書 
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区分 新 旧 
新 P14 

P15 
旧 P12 

３ 子育て支援サービスの現状  

（１）幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）の状況 

令和４年５月１日現在、本市には、公立幼稚園が３園、私立幼稚園が５園、認定こども園 7 園の合計 15 園あります。 

地区別でみると、佐倉地区に４園、根郷地区、和田地区、弥富地区にはそれぞれ１園、臼井地区に３園、志津地区に５園

あります。 

市内の幼稚園の定員数の合計は令和４年５月１日現在 2,130 人、認定こども園（幼稚園部分）の定員数は 659 人と

なっています。地区別では、人口の多い志津地区で幼稚園と認定こども園（幼稚園部分）の合計で 1,106 人と最も多くな

っています。 

増加する保育ニーズへの対応のため、預かり保育の充実や認定こども園へ移行する幼稚園が増えています。 

幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）入園児数   資料：学務課、こども政策課 （各年５月１日現在）（単位:人）                          

年度 公・私 園数 定員 園児総数 ３歳 ４歳 ５歳 

H26 年度 

公立 3 園 290 111 － 48 63 

私立 10 園 2,980 2,466 720 879 867 

認定こども園 － － － － － － 

H27 年度 

公立 3 園 290 85 － 33 52 

私立 10 園 2,980 2,416 733 789 894 

認定こども園 1 園 25 20 6 10 4 

H28 年度 

公立 3 園 290 80 － 45 35 

私立 10 園 2,980 2,314 716 788 810 

認定こども園 1 園 25 23 8 7 8 

H29 年度 

公立 3 園 290 83 － 36 47 

私立 9 園 2,710 2,243 688 768 787 

認定こども園 2 園 98 67 28 20 19 

H30 年度 

公立 3 園 290 71 － 33 38 

私立 8 園 2,610 2,057 607 702 748 

認定こども園 3 園 179 149 38 60 51 

H31 年度 

(R 元年度) 

公立 3 園 290 79 － 47 32 

私立 7 園 2,340 1,685 510 555 620 

認定こども園 4 園 374 382 132 115 135 

R2 年度 

公立 3 園 290 64 － 15 49 

私立 5 園 1,840 1,210 348 426 436 

認定こども園 7 園 659 642 191 249 202 

R3 年度 

公立 3 園 290 29 － 12 17 

私立 5 園 1,840 1,135 351 347 437 

認定こども園 7 園 659 637 198 199 240 

R4 年度 

公立 3 園 290 30 － 16 14 

私立 5 園 1,840 1,328 293 376 359 

認定こども園 7 園 659 572 172 201 199 

地区別幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）の店員数、入園児数  資料：学務課、こども政策課 （各年５月１日現在）（単位:人） 

地区 定員数 入園児数 入園率 

佐倉地区 705  471  66.8％ 

根郷・和田・弥富地区 153  42 27.5％ 

臼井・千代田地区 795  448  56.4％ 

志津北部地区 625  319 51.0％ 

志津南部地区 481 376 78.2％ 

合計 2,759  1,656 60.0％ 

     

３ 子育て支援サービスの現状  

（１）幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）の状況 

令和元年５月１日現在、本市には、公立幼稚園が３園、私立幼稚園が７園、認定こども園４園の合計 14 園ありま

す。 

地区別でみると、佐倉地区に４園、根郷地区、和田地区、弥富地区にはそれぞれ１園、臼井地区に３園、志津地区に

４園あります。 

市内の幼稚園の定員数の合計は令和元年５月１日現在 2,630 人、認定こども園（幼稚園部分）の定員数は

374 人となっています。地区別では、人口の多い志津地区で幼稚園と認定こども園（幼稚園部分）の合計で 1,151

人と最も多くなっています。 

増加する保育ニーズへの対応のため、預かり保育の充実や認定こども園へ移行する幼稚園が増えています。 

幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）入園児数                           （単位:人）                          

年度 公・私 園数 定員 園児総数 ３歳 ４歳 ５歳 

26 年度 

公立 3 園 290 111 － 48 63 

私立 10 園 2,980 2,466 720 879 867 

認定こども園 － － － － － － 

27 年度 

公立 3 園 290 85 － 33 52 

私立 10 園 2,980 2,416 733 789 894 

認定こども園 1 園 25 20 6 10 4 

28 年度 

公立 3 園 290 80 － 45 35 

私立 10 園 2,980 2,314 716 788 810 

認定こども園 1 園 25 23 8 7 8 

29 年度 

公立 3 園 290 83 － 36 47 

私立 9 園 2,710 2,243 688 768 787 

認定こども園 2 園 98 67 28 20 19 

30 年度 

公立 3 園 290 71 － 33 38 

私立 8 園 2,610 2,057 607 702 748 

認定こども園 3 園 179 149 38 60 51 

31 年度 

(R 元年度) 

公立 3 園 290 79 － 47 32 

私立 7 園 2,340 1,685 510 555 620 

認定こども園 4 園 374 382 132 115 135 

                 資料：学務課、子育て支援課 （各年５月１日現在） 

 

 

 

 

地区別幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）の定員数、入園児数         （単位：人） 

地区 定員数 入園児数 入園率 

佐倉地区 905  672  74.3％ 

根郷地区 73  46 63.0％ 

和田地区 40  6  15.0％ 

弥富地区 40  11  27.5％ 

臼井・千代田地区 795  569  71.6％ 

志津地区 1,151  842 73.2％ 

合計 3,004  2,146 71.4％ 

    資料：学務課、子育て支援課（令和元年５月１日現在） 
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区分 新 旧 
新 P16 
旧 P13 

（２）保育園等の状況 

令和 4 年４月１日現在、本市には、公立保育園が７園、私立保育園が 26 園、私立の認定こども園
が 7 園、小規模保育事業等が 5 園、合計 45 園あります。 

地区別でみると、佐倉地区に 7 園、根郷地区に 7 園、臼井地区に 8 園、千代田地区に３園、志津地
区に 20 園あります。 

市内の保育園等の定員数の合計は令和 4 年４月１日現在 2,919 人となっています。公立と私立
で分けると、公立 828 人に対して私立が 2,091 人です。 

地区別では、幼稚園と同様に、人口の多い志津地区で 1,305 人と最も多くなっています。 
待機児童数については、令和２年に 11 人発生していましたが、令和３年、令和４年は 0 となってい

ます。 
保育園等入園児数                             （単位：人） 

年度 公・私 園数 定員 園児総数 ０歳 １～２歳 ３歳以上 

H 26 年度 
公立 8 園 918 929 45 318 495 

私立 13 園 862 863 50 318 495 

H 27 年度 
公立 8 園 918 909 36 295 578 

私立 20 園 1,070 1,054 60 414 580 

H 28 年度 
公立 7 園 828 807 37 269 511 

私立 22 園 1,278 1,244 64 485 685 

H 29 年度 
公立 7 園 828 819 40 275 504 

私立 29 園 1,618 1,444 79 593 772 

H 30 年度 
公立 7 園 828 781 39 244 498 

私立 31 園 1,737 1,572 91 627 854 

H 31 年度 

(R 元年度) 

公立 7 園 828 753 40 274 520 

私立 32 園 1,866 1,715 103 621 936 

R2 年度 
公立 7 園 828 731 38 219 474 

私立 36 園 2,025 1,820 84 681 1,045 

R3 年度 
公立 7 園 828 709 34 214 461 

私立 37 園 2,091 1,816 69 659 1,088 

R4 年度 
公立 7 園 828 638 19 196 423 

私立 38 園 2,091 1,906 110 677 1,119 

資料：こども保育課（各年４月１日現在） 

地区別保育園等の定員数、入園児数                     （単位：人） 

地区 定員数 入園児数 入園率 

佐倉地区 576 532 92.4％ 

根郷・和田・弥富地区 443 345 77.9％ 

臼井・千代田地区 595 513 86.2％ 

志津北部地区 668 644 96.4％ 

志津南部地区 637 510 80.1％ 

合計 2,919 2,544 87.2％ 

資料：こども保育課（令和４年４月１日現在） 

待機児童数                                （単位：人） 

年 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 31 年 2 年 3 年 4 年 

待機児童数 47 37 34 41 0 15 29 11 0 0 

資料：こども政策課（各年４月１日現在） 

（２）保育園等の状況 

平成 31 年４月１日現在、本市には、公立保育園が７園、私立保育園が 24 園、私立の認定こ

ども園が４園、小規模保育事業等が４園、合計 39 園あります。 

地区別でみると、佐倉地区に５園、根郷地区に５園、臼井地区に７園、千代田地区に３園、志津

地区に 19 園あります。 

市内の保育園等の定員数の合計は平成 31 年４月１日現在 2,694 人となっています。公立と

私立で分けると、公立 828 人に対して私立が 1,866 人です。 

地区別では、幼稚園と同様に、人口の多い志津地区で 1,283 人と最も多くなっています。 

また、保育ニーズの増加により、平成 31 年４月１日現在で 29 人の待機児童が発生していま

す。 

 

保育園等入園児数                             （単位：人） 

年度 公・私 園数 定員 園児総数 ０歳 １～２歳 ３歳以上 

26 年度 
公立 8 園 918 929 45 318 495 

私立 13 園 862 863 50 318 495 

27 年度 
公立 8 園 918 909 36 295 578 

私立 20 園 1,070 1,054 60 414 580 

28 年度 
公立 7 園 828 807 37 269 511 

私立 22 園 1,278 1,244 64 485 685 

29 年度 
公立 7 園 828 819 40 275 504 

私立 29 園 1,618 1,444 79 593 772 

30 年度 
公立 7 園 828 781 39 244 498 

私立 31 園 1,737 1,572 91 627 854 

31 年度 

(R 元年度) 

公立 7 園 828 753 40 274 520 

私立 32 園 1,866 1,715 103 621 936 

資料：子育て支援課（各年４月１日現在） 

 

地区別保育園等の定員数、入園児数                     （単位：人） 

地区 定員数 入園児数 入園率 

佐倉地区 457 428 93.7％ 

根郷地区 379 328 86.5％ 

臼井・千代田地区 575 545 94.8％ 

志津地区 1,283 1,167 91.0％ 

合計 2,694 2,468 91.6％ 

資料：子育て支援課（平成 31年４月１日現在） 

 

待機児童数                                （単位：人） 

年 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 31 年 

待機児童数 47 37 34 41 0 15 29 

資料：子育て支援課（各年４月１日現在） 
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区分 新 旧 
新 P17 
旧 P14 

（３）学童保育所の状況 

令和４年４月１日現在、市内には各小学校区に１か所以上の学童保育所があります。（公立：33 か

所、私立：３か所） 

定員数の合計は 1,860 人となっており、地区別では青菅小学校区域の 195 人が最も多くなって

います。学童保育所の利用登録者数の合計は 1,682 人で、定員数に対する登録者の割合は

90.4％となっています。登録者の増加に合わせて施設整備を進めていますが、平成 29 年度以降待

機児童が発生している状況です。 
学童保育所登録者数                            （単位：人） 

年度 公・私 か所数 定員数 登録者数 うち１～３年生 うち４～６年生 

26 年度 
公立 25 か所 1,215 948 756 192 

私立 5 か所 210 285 226 59 

27 年度 
公立 27 か所 1,290 1,047 824 223 

私立 5 か所 230 300 230 70 

28 年度 
公立 29 か所 1,430 1222 925 297 

私立 5 か所 230 297 231 66 

29 年度 
公立 30 か所 1,535 1,325 990 335 

私立 3 か所 170 243 167 76 

30 年度 
公立 30 か所 1,535 1,402 1056 346 

私立 3 か所 170 229 152 77 

31 年度 

(R 元年度) 

公立 30 か所 1,535 1,466 1,117 349 

私立 3 か所 170 224 165 59 

2 年度 
公立 32 か所 1,650 1,547 1,160 387 

私立 3 か所 170 209 135 74 

3 年度 
公立 33 か所 1,690 1,528 1,190 338 

私立 3 か所 170 186 120 66 

4 年度 
公立 33 か所 1,690 1,498 1,204 294 

私立 3 か所 170 184 122 62 

資料：こども保育課（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（３）学童保育所の状況 

平成 31 年４月１日現在、市内には各小学校区に１か所以上の学童保育所があります。（公

立：30 か所、私立：３か所） 

定員数の合計は 1,705 人となっており、地区別では志津地区の 730 人が最も多くなってい

ます。学童保育所の利用登録者数の合計は 1,690 人で、定員数に対する登録者の割合は

99.1％となっています。登録者の増加に合わせて施設整備を進めていますが、平成 29 年度以

降待機児童が発生している状況です。 
 

学童保育所登録者数                            （単位：人） 

年度 公・私 か所数 定員数 登録者数 うち１～３年生 うち４～６年生 

26 年度 
公立 25 か所 1,215 948 756 192 

私立 5 か所 210 285 226 59 

27 年度 
公立 27 か所 1,290 1,047 824 223 

私立 5 か所 230 300 230 70 

28 年度 
公立 29 か所 1,430 1222 925 297 

私立 5 か所 230 297 231 66 

29 年度 
公立 30 か所 1,535 1,325 990 335 

私立 3 か所 170 243 167 76 

30 年度 
公立 30 か所 1,535 1,402 1056 346 

私立 3 か所 170 229 152 77 

31 年度 

(R 元年度) 

公立 30 か所 1,535 1,466 1,117 349 

私立 3 か所 170 224 165 59 

資料：子育て支援課（各年４月１日現在） 
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区分 新 旧 

新 P18 
旧 P14 

地区別学童保育所の定員数、登録者数、平均利用人数               （単位：人） 

地区 か所数 定員数 

登録者数 
登録者数

／ 

定員数 

平均利用 

人数（平

日） 

平均利用

人数（平

日）／定

員 

1～3 年 4～6 年 

内郷小学校区域 1 65 27 12 60.0% 31.6 48.6% 

佐倉小学校区域 2 120 98 31 107.5％ 71.2 59.3% 

佐倉東小学校区域 1 60 36 10 76.7% 23.3 38.8% 

白銀小学校区域 1 40 22 20 105.0% 26.0 65.0% 

寺崎小学校区域 2 90 108 3 123.3% 108.0 120.0% 

山王小学校区域 1 65 20 14 52.3% 58.1 89.4% 

根郷小学校区域 2 115 84 32 100.9% 64.0 55.7% 

弥富小学校区域 1 50 9 11 40.0% 12.7 25.4% 

和田小学校区域 1 30 9 10 63.3% 14.3 47.7% 

印南小学校区域 1 70 17 6 32.9% 11.1 15.9% 

王子台小学校区域 2 55 45 4 89.1% 31.3 56.9% 

染井野小学校区域 1 45 33 4 82.2% 22.8 50.7% 

臼井小学校区域 1 50 35 7 84.0% 23.8 47.6% 

千代田小学校区域 1 65 47 11 89.2% 37.1 57.1% 

間野台小学校区域 2 70 98 9 152.9% 40.8 58.3% 

青菅小学校区域 4 195 123 42 84.6% 96.8 49.6% 

井野小学校区域 3 135 90 35 92.6% 69.3 51.3% 

小竹小学校区域 2 80 63 12 93.8% 39.2 49.0% 

志津小学校区域 2 100 83 32 104.5% 59.1 59.1% 

上志津小学校区域 2 110 60 22 74.5% 39.9 36.3% 

下志津小学校区域 1 65 43 9 80.0% 25.7 39.5% 

西志津小学校区域 3 120 129 3 110.0% 77.7 64.8% 

南志津小学校区域 1 65 47 17 98.5% 37.6 57.8% 

合計 38 1,860 1,326 356 90.4％ 1021.4 54.9％ 

※平均利用人数は令和 3 年度の平均値。   資料：こども保育課（令和４年４月１日現在） 
※井野小学校区域、小竹小学校区域及び間野台小学校区域、王子台小学校区域において、区域を越えて同一施設を利

用しているため、2 か所が重複して計上されています。 

 

待機児童数                                （単位：人） 

年 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 31 年 2 年 3 年 4 年 

待機児童数 0 0 0 0 19 20 30 41 7 33 

資料：こども保育課（各年４月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 

地区別学童保育所の定員数、登録者数、平均利用人数               （単位：人） 

地区 か所数 定員数 

登録者数 
登録者数

／ 

定員数 

平均利用 

人数（平

日） 

平均利用

人数（平

日）／定

員 

1～3 年 4～6 年 

佐倉地区 5 285 182 62 85.6％ 149.1 52.3％ 

根郷・和田・弥富地区 7 335 200 101 89.9％ 187.2 55.9％ 

臼井・千代田地区 7 355 259 88 97.7％ 204.3 57.5％ 

志津地区 14 730 641 157 109.3％ 468.8 64.2％ 

合計 33 1,705 1,282 408 99.1％ 1009.4 59.2％ 

※平均利用人数は平成 30 年度の平均値。    資料：子育て支援課（平成 31 年４月１日現在） 

 

 

待機児童数                                （単位：人） 

年 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 31 年 

待機児童数 0 0 0 0 19 20 30 

資料：子育て支援課（各年４月１日現在 

 



 

22 
 

区分 新 旧 
新 P19 
旧 P15 ４ 佐倉市子ども・子育て支援事業計画（第１期）の進捗状況  

第 1 期計画で定めた、令和元年度末までの主要な子育て支援事業の目標事業量（数値目標）の

達成状況は下表のとおりです。 

事業名 
（目標の内容） 

事業内容 
実績値（達成状況） 
(平成 31 年 4月 1 日現在) 

平成 27 年 3月 31 日

現在値 
目標事業量 

(平成 27 年度～令和元年度) 

通常保育事業 
(保育園等定員) 

保護者が労働又は疾病等により、家庭において当該児
童を保育することができないと認めるときに、保護者に
代わり保育園での保育を実施する事業 

2,694 人 

1,904 人 2,809 人 
(保育園        31 園) 
(認定こども園    4 園) 
(地域型保育事業 4 園) 

延長保育事業 
(延長保育実施施設定員) 

保護者の就労形態の多様化に対応するため、通常の開
所時間（7:00～18:00）を超えて保育を行う事業 

2,595 人 

1,904 人 2,801 人 

放課後児童 
健全育成事業 

(学童保育所定員) 

保護者が就労等により日中家庭にいない小学生に、放
課後や長期休業中の遊びや生活の場を提供し、 児童
の健全育成を図る事業 

1,705 人（33 か所） 

1,425 人 
（30 か所） 

1,795 人（34 か所） 

子育て短期支援事業 
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ利用可能人数） 

保護者が病気やけがにより子どもの養育が困難となっ
た場合に 7 日間を限度に子どもを預かる事業 

100 人（1 か所） 

0 人 210 人（２か所） 

地域子育て支援 
拠点事業 
（拠点数） 

子育て不安に対する相談・指導や、子育てサークルへの
支援等地域の子育て家庭に対する育児支援を行う事業 

18 か所 

17 か所 20 か所で実施 

（一般型） 
一時預かり事業 

（利用可能人数） 

専業主婦等が育児疲れの場合や急病の場合などに 
保育園において一時的な保育を行う事業 

19,920 人（９か所） 
17,520 人 
（８か所） 

35,400 人 
（12 か所） 

病児保育事業 
（利用可能人数） 

病気や病気の回復期にあり、保育園等での集団保育が
困難な子どもを一時的に預かる事業 

885 人（３か所） 

885 人（３か所） 1,180 人（４か所） 

ファミリーサポート
センター事業   

（利用可能人数） 

子どもの預かりや送迎などの援助を受けることを希望す
る者（依頼会員）と、援助を行うことを希望する者（提供
会員）が相互に助け合い、地域の中で子育てをすること
を支援する事業 8,000 人 

延べ 6,200 人 延べ 6,800 人 

※目標事業量はすべて公立、私立それぞれを合算した数値 

４ 佐倉市子ども・子育て支援事業計画（第１期）の進捗状況  

第 1 期計画で定めた、令和元年度末までの主要な子育て支援事業の目標事業量（数値目

標）の達成状況は下表のとおりです。 

事業名 
（目標の内容） 

事業内容 進捗状況 
(平成 31 年 4 月 1 日現

在) 
平成 27 年 3月 31

日現在実績 
目標事業量 

(平成 27 年度～令和元年度) 

通常保育事業 
(保育園等定員) 

保護者が労働又は疾病等により、家庭において当該児
童を保育することができないと認めるときに、保護者に
代わり保育園での保育を実施する事業 

2,694 人 

1,904 人 2,809 人 
(保育園        31 園) 
(認定こども園    4 園) 
(地域型保育事業 4 園) 

延長保育事業 
(延長保育実施施設定員) 

保護者の就労形態の多様化に対応するため、通常の開
所時間（7:00～18:00）を超えて保育を行う事業 

2,595 人 

1,904 人 2,801 人 

放課後児童 
健全育成事業 

(学童保育所定員) 

保護者が就労等により日中家庭にいない小学生に、放
課後や長期休業中の遊びや生活の場を提供し、 児童
の健全育成を図る事業 

1,705 人（33 か所） 
1,425 人 
（30 か所） 

1,795 人（34 か所） 

子育て短期支援事業 
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ利用可能人数） 

保護者が病気やけがにより子どもの養育が困難となっ
た場合に 7 日間を限度に子どもを預かる事業 

100 人（1 か所） 

0 人 210 人（２か所） 

地域子育て支援 
拠点事業 
（拠点数） 

子育て不安に対する相談・指導や、子育てサークルへの
支援等地域の子育て家庭に対する育児支援を行う事業 

18 か所 

17 か所 20 か所で実施 

（一般型） 
一時預かり事業 

（利用可能人数） 

専業主婦等が育児疲れの場合や急病の場合などに 保
育園において一時的な保育を行う事業 

19,920 人（９か所） 
17,520 人 
（８か所） 

35,400 人 
（12 か所） 

病児保育事業 
（利用可能人数） 

病気や病気の回復期にあり、保育園等での集団保育が
困難な子どもを一時的に預かる事業 

885 人（３か所） 

885 人（３か所） 1,180 人（４か所） 

ファミリーサポート
センター事業   

（利用可能人数） 

子どもの預かりや送迎などの援助を受けることを希望す
る者（依頼会員）と、援助を行うことを希望する者（提供
会員）が相互に助け合い、地域の中で子育てをすること
を支援する事業 8,000 人 

延べ 6,200 人 延べ 6,800 人 

※目標事業量はすべて公立、私立それぞれを合算した数値 
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区分 新 旧 
新 P20 
旧 P16 ５ 子ども・子育て支援に係るニーズ調査の結果と分析  

（１）将来人口の推計 

① 人口の推計にあたって 

本計画では、将来の子どもの人口を推計することによって、ニーズ量を算出することを求められてい

る事業については、佐倉市人口推計の数値を使用しています。 

 

② 子どもの人口の推計 

本市の将来の子どもの人口を推計した結果は下表のとおりです。令和 2 年以降、子どもの人口の

減少が予想されます。 
 

 

計画期間における年齢別子どもの推計人口                   （単位：人） 

年齢 元年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

0 歳 950 909 879 855 833 811 

1 歳 1,084 1,008 972 939 913 890 

2 歳 1,084 1,076 1,042 1,005 971 944 

3 歳 1,246 1,143 1,108 1,073 1,035 1,000 

4 歳 1,282 1,197 1,156 1,120 1,085 1,046 

5 歳 1,329 1,257 1,215 1,173 1,137 1,101 

小計(就学前乳幼児) 6,975 6,590 6,372 6,165 5,974 5,792 

6 歳 1,362 1,398 1,271 1,228 1,186 1,149 

7 歳 1,330 1,373 1,405 1,277 1,235 1,192 

8 歳 1,366 1,390 1,379 1,412 1,283 1,241 

小計(小学校低学年児童) 4,058 4,161 4,055 3,917 3,704 3.582 

9 歳 1,469 1,375 1,400 1,389 1,422 1,292 

10 歳 1,432 1,493 1,380 1,404 1,393 1,426 

11 歳 1,546 1,427 1,498 1,384 1,409 1,397 

小計(小学校高学年児童) 4,447 4,295 4,278 4,177 4,224 4,115 

合計 15,480 15,046 14,705 14,259 13,902 13,489 

※令和元年は平成 31 年 3月末現在の実績値。令和 2 年以降は推計値。 

                                資料：佐倉市人口推計 

 

 
 

５ 子ども・子育て支援に係るニーズ調査の結果と分析  

（１）将来人口の推計 

① 人口の推計にあたって 

本計画では、将来の子どもの人口を推計することによって、ニーズ量を算出することを求められ

ている事業については、佐倉市人口推計の数値を使用しています。 

 

② 子どもの人口の推計 

本市の将来の子どもの人口を推計した結果は下表のとおりです。令和 2 年以降、子どもの人

口の減少が予想されます。 
 

 

計画期間における年齢別子どもの推計人口                   （単位：人） 

年齢 元年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

0 歳 950 909 879 855 833 811 

1 歳 1,084 1,008 972 939 913 890 

2 歳 1,084 1,076 1,042 1,005 971 944 

3 歳 1,246 1,143 1,108 1,073 1,035 1,000 

4 歳 1,282 1,197 1,156 1,120 1,085 1,046 

5 歳 1,329 1,257 1,215 1,173 1,137 1,101 

小計(就学前乳幼児) 6,975 6,590 6,372 6,165 5,974 5,792 

6 歳 1,362 1,398 1,271 1,228 1,186 1,149 

7 歳 1,330 1,373 1,405 1,277 1,235 1,192 

8 歳 1,366 1,390 1,379 1,412 1,283 1,241 

小計(小学校低学年児童) 4,058 4,161 4,055 3,917 3,704 3.582 

9 歳 1,469 1,375 1,400 1,389 1,422 1,292 

10 歳 1,432 1,493 1,380 1,404 1,393 1,426 

11 歳 1,546 1,427 1,498 1,384 1,409 1,397 

小計(小学校高学年児童) 4,447 4,295 4,278 4,177 4,224 4,115 

合計 15,480 15,046 14,705 14,259 13,902 13,489 

※令和元年は平成 31 年 3月末現在の実績値。令和 2 年以降は推計値。 

                                資料：佐倉市人口推計 
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区分 新 旧 
新 P21 
旧 P17 

（２）ニーズ調査の概要 

① 目的 

本計画策定に向けて、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況や今後の利用

希望を把握し、今後の子ども・子育て支援における課題を整理することを目的としたニーズ調査を実

施しました。 

なお、調査結果は、第２期佐倉市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査結果報告書

にまとめてあります。 
 

② 実施期間 

平成 30 年 12 月 14 日～12 月 28 日にかけて実施し、郵送により調査票を配布・回収しました。 

 

③ 実施対象 

就学前の子どもを持つ保護者 1,000 人 

小学生の児童を持つ保護者  1,000 人 

 

④ 回収率 
 

調査票の配布・回収状況                          （単位：枚） 

調査票 調査対象者数 回収数 有効回収数 回収率 

就学前児童 1,000 545 544 54.4％ 

小学生児童 1,000 516 516 51.6％ 

合 計 2,000 1,061 1,061 53.0％ 

資料：子育て支援課 

（３）ニーズ調査結果（抜粋） 

 

 

「保育園」が 30.3％で最も多く、次いで「幼稚園」が 29.4％、「幼稚園の預かり保育」が 6.8％と

なっています。 

平成 25 年度調査では、3 歳から 5 歳では「幼稚園」の利用が 51.9％で最も多く、「保育園」の利

用は１８．５％でしたが、平成 30 年度調査では 3 歳から 5 歳でも保育園の利用が 30％を超えてい

ます。 

 

（２）ニーズ調査の概要 

① 目的 

本計画策定に向けて、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況や今後の

利用希望を把握し、今後の子ども・子育て支援における課題を整理することを目的としたニーズ

調査を実施しました。 

なお、調査結果は、第２期佐倉市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査結果報

告書にまとめてあります。 
 

② 実施期間 

平成 30 年 12 月 14 日～12 月 28 日にかけて実施し、郵送により調査票を配布・回収しま

した。 

 

③ 実施対象 

就学前の子どもを持つ保護者 1,000 人 

小学生の児童を持つ保護者  1,000 人 

 

④ 回収率 
 

調査票の配布・回収状況                          （単位：枚） 

調査票 調査対象者数 回収数 有効回収数 回収率 

就学前児童 1,000 545 544 54.4％ 

小学生児童 1,000 516 516 51.6％ 

合 計 2,000 1,061 1,061 53.0％ 

資料：子育て支援課 

（３）ニーズ調査結果（抜粋） 

 

 

「保育園」が 30.3％で最も多く、次いで「幼稚園」が 29.4％、「幼稚園の預かり保育」が

6.8％となっています。 

平成 25 年度調査では、3 歳から 5 歳では「幼稚園」の利用が 51.9％で最も多く、「保育

園」の利用は１８．５％でしたが、平成 30 年度調査では 3 歳から 5 歳でも保育園の利用が

30％を超えています。 

 
 

 

① 未就学児童が平日に利用している教育・保育事業（複数回答） 

① 未就学児童が平日に利用している教育・保育事業（複数回答） 
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区分 新 旧 
新 P22 
旧 P18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位 上段：人 下段：％） 

 全体 
年齢 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 無回答 

全体 
544 125 45 107 87 59 119 2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

幼稚園 
160 - 2 17 51 24 66 - 

29.4 - 4.4 15.9 58.6 40.7 55.5 - 

幼稚園の預かり保育 
37 - 1 2 9 9 16 - 

6.8 - 2.2 1.9 10.3 15.3 13.4 - 

保育園 
165 17 8 37 30 29 42 2 

30.3 13.6 17.8 34.6 34.5 49.2 35.3 100.0 

認定こども園 
幼稚園部分 

12 - - - 1 4 7 - 

2.2 - - - 1.1 6.8 5.9 - 

認定こども園 
保育園部分 

10 3 2 2 1 1 1 - 

1.8 2.4 4.4 1.9 1.1 1.7 0.8 - 

小規模保育事業 
3 1 - 2 - - - - 

0.6 0.8 - 1.9 - - - - 

事業所内保育施設 
3 - 1 2 - - - - 

0.6 - 2.2 1.9 - - - - 

居宅訪問型保育 
3 1 1 - - - 1 - 

0.6 0.8 2.2 - - - 0.8 - 

その他の認可外保育施設 
2 - - 1 - 1 - - 

0.4 - - 0.9 - 1.7 - - 

自治体の認証・認定 
保育施設 

1 - - 1 - - - - 

0.2 - - 0.9 - - - - 

ファミリーサポート 
センター 

6 - 3 2 - - 1 - 

1.1 - 6.7 1.9 - - 0.8 - 

その他 
3 - - 1 - - 2 - 

0.6 - - 0.9 - - 1.7 - 

無回答 
187 105 28 47 3 1 3 - 

34.4 84.0 62.2 43.9 3.4 1.7 2.5 - 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体 
年齢 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 無回答 

全体 
544 125 45 107 87 59 119 2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

幼稚園 
160 - 2 17 51 24 66 - 

29.4 - 4.4 15.9 58.6 40.7 55.5 - 

幼稚園の預かり保育 
37 - 1 2 9 9 16 - 

6.8 - 2.2 1.9 10.3 15.3 13.4 - 

保育園 
165 17 8 37 30 29 42 2 

30.3 13.6 17.8 34.6 34.5 49.2 35.3 100.0 

認定こども園 
幼稚園部分 

12 - - - 1 4 7 - 

2.2 - - - 1.1 6.8 5.9 - 

認定こども園 
保育園部分 

10 3 2 2 1 1 1 - 

1.8 2.4 4.4 1.9 1.1 1.7 0.8 - 

小規模保育事業 
3 1 - 2 - - - - 

0.6 0.8 - 1.9 - - - - 

事業所内保育施設 
3 - 1 2 - - - - 

0.6 - 2.2 1.9 - - - - 

居宅訪問型保育 
3 1 1 - - - 1 - 

0.6 0.8 2.2 - - - 0.8 - 

その他の認可外保育施設 
2 - - 1 - 1 - - 

0.4 - - 0.9 - 1.7 - - 

自治体の認証・認定 
保育施設 

1 - - 1 - - - - 

0.2 - - 0.9 - - - - 

ファミリーサポート 
センター 

6 - 3 2 - - 1 - 

1.1 - 6.7 1.9 - - 0.8 - 

その他 
3 - - 1 - - 2 - 

0.6 - - 0.9 - - 1.7 - 

無回答 
187 105 28 47 3 1 3 - 

34.4 84.0 62.2 43.9 3.4 1.7 2.5 - 
 

 
 

30.3%

29.4%

6.8%

2.2%

1.8%

0.6%

0.6%

0.6%

0.4%

1.1%

0.6%

34.4%

0% 10% 20% 30% 40%

保育園

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育園部分）

小規模保育事業

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

認可外保育施設

ファミリーサポートセンター

その他

無回答

総数＝544（複数回答）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.3%

29.4%

6.8%

2.2%

1.8%

0.6%

0.6%

0.6%

0.4%

1.1%

0.6%

34.4%

0% 10% 20% 30% 40%

保育園

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育園部分）

小規模保育事業

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

認可外保育施設

ファミリーサポートセンター

その他

無回答

総数＝544（複数回答）



 

26 
 

区分 新 旧 
新 P23 
旧 P19 

 

 

 

 

「幼稚園」が 56.6％で最も多く、次いで「保育園」が 41.7％、「幼稚園の預かり保育」が 41.5％

となっています。実際の利用よりも「幼稚園」や「幼稚園の預かり保育」「認定こども園」の希望が多く

なっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「幼稚園の預かり保育」の希望が大きく増加していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「幼稚園」が 56.6％で最も多く、次いで「保育園」が 41.7％、「幼稚園の預かり保育」が

41.5％となっています。実際の利用よりも「幼稚園」や「幼稚園の預かり保育」「認定こども園」

の希望が多くなっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「幼稚園の預かり保育」の希望が大きく増加していました。 

 

 
 
 

② 現在の利用の有無にかかわらず、今後、平日の教育・保育事業として「定期的に」

利用したいと考える事業（複数回答） 

② 現在の利用の有無にかかわらず、今後、平日の教育・保育事業として「定期的に」

利用したいと考える事業（複数回答） 

56.6%

41.7%

41.5%

23.7%

23.0%

13.4%

9.0%

6.4%

5.5%

2.8%

2.4%

0.6%

1.7%

2.8%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

幼稚園

保育園

幼稚園の預かり保育

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育園部分）

事業所内保育施設

ファミリーサポートセンター

小規模保育事業

居宅訪問型保育

自治体の認証・認定保育施設

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

その他

特にない

無回答

総数＝544（複数回答）
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区分 新 旧 
新 P24 
旧 P20 

（単位 上段：人 下段：％） 

 全体 
年齢 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 無回答 

全体 
544 125 45 107 87 59 119 2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

幼稚園 
308 51 29 71 55 30 71 1 

56.6 40.8 64.4 66.4 63.2 50.8 59.7 50.0 

幼稚園の預かり保育 
226 43 19 44 40 24 55 1 

41.5 34.4 42.2 41.1 46.0 40.7 46.2 50.0 

保育園 
227 76 13 47 29 25 36 1 

41.7 60.8 28.9 43.9 33.3 42.4 30.3 50.0 

認定こども園 
幼稚園部分 

129 34 15 25 19 8 28 - 

23.7 27.2 33.3 23.4 21.8 13.6 23.5 - 

認定こども園 
保育園部分 

125 45 13 17 19 12 19 - 

23.0 36.0 28.9 15.9 21.8 20.3 16.0 - 

小規模保育事業 
35 18 3 6 2 - 5 - 

6.4 14.4 6.7 5.6 2.3 - 4.2 - 

家庭的保育 
13 7 - 2 1 - 3 - 

2.4 5.6 - 1.9 1.1 - 2.5 - 

事業所内保育施設 
73 28 5 11 9 7 13  

13.4 22.4 11.1 10.3 10.3 11.9 10.9  

居宅訪問型保育 
30 7 4 7 6 1 5 - 

5.5 5.6 8.9 6.5 6.9 1.7 4.2 - 

その他の認可外保育施設 
3 - 1 - - 1 1 - 

0.6 - 2.2 - - 1.7 0.8 - 

自治体の認証・認定 
保育施設 

15 4 1 3 3 - 4 - 

2.8 3.2 2.2 2.8 3.4 - 3.4 - 

- - - - - - - - 

ファミリーサポート 
センター 

49 10 5 7 11 6 10 - 

9.0 8.0 11.1 6.5 12.6 10.2 8.4 - 

その他 
9  1 2 1 2 3 - 

1.7 - 2.2 1.9 1.1 3.4 2.5 - 

無回答 
16 2 2 2 4 2 4 - 

2.9 1.6 4.4 1.9 4.6 3.4 3.4 - 

 
 

年齢別に見ると、０歳で「保育園」が 60.8％、「認定こども園の保育園部分」が 36.0％、「小規模

保育事業」が 14.4％、「事業所内保育施設」が 22.4％と、他の年齢と比較して多くなっています。 
 
 

 

 全体 
年齢 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 無回答 

全体 
544 125 45 107 87 59 119 2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

幼稚園 
308 51 29 71 55 30 71 1 

56.6 40.8 64.4 66.4 63.2 50.8 59.7 50.0 

幼稚園の預かり保育 
226 43 19 44 40 24 55 1 

41.5 34.4 42.2 41.1 46.0 40.7 46.2 50.0 

保育園 
227 76 13 47 29 25 36 1 

41.7 60.8 28.9 43.9 33.3 42.4 30.3 50.0 

認定こども園 
幼稚園部分 

129 34 15 25 19 8 28 - 

23.7 27.2 33.3 23.4 21.8 13.6 23.5 - 

認定こども園 
保育園部分 

125 45 13 17 19 12 19 - 

23.0 36.0 28.9 15.9 21.8 20.3 16.0 - 

小規模保育事業 
35 18 3 6 2 - 5 - 

6.4 14.4 6.7 5.6 2.3 - 4.2 - 

家庭的保育 
13 7 - 2 1 - 3 - 

2.4 5.6 - 1.9 1.1 - 2.5 - 

事業所内保育施設 
73 28 5 11 9 7 13  

13.4 22.4 11.1 10.3 10.3 11.9 10.9  

居宅訪問型保育 
30 7 4 7 6 1 5 - 

5.5 5.6 8.9 6.5 6.9 1.7 4.2 - 

その他の認可外保育施設 
3 - 1 - - 1 1 - 

0.6 - 2.2 - - 1.7 0.8 - 

自治体の認証・認定 
保育施設 

15 4 1 3 3 - 4 - 

2.8 3.2 2.2 2.8 3.4 - 3.4 - 

- - - - - - - - 

ファミリーサポート 
センター 

49 10 5 7 11 6 10 - 

9.0 8.0 11.1 6.5 12.6 10.2 8.4 - 

その他 
9  1 2 1 2 3 - 

1.7 - 2.2 1.9 1.1 3.4 2.5 - 

無回答 
16 2 2 2 4 2 4 - 

2.9 1.6 4.4 1.9 4.6 3.4 3.4 - 

 
 

年齢別に見ると、０歳で「保育園」が 60.8％、「認定こども園の保育園部分」が 36.0％、「小

規模保育事業」が 14.4％、「事業所内保育施設」が 22.4％と、他の年齢と比較して多くなって

います。 
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区分 新 旧 
新 P25 
旧 P21 

 
 

「自宅」が 80.8％で最も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が
67.1％、「祖父母宅や友人・知人宅」が 20.3％となっています。 

平成 25 年度調査では、「自宅」が最も多く、次いで「習い事」、「学童保育所」の順となっていまし
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「自宅」と「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」がそれぞれ 54.6％で最も多く、次い

で「学童保育所」が 41.2％となっています。 
平成 25 年度調査では、「習い事」が最も多く、次いで「学童保育所」となっていました。 

 
 
 
 
 

 
 

「自宅」が 80.8％で最も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」
が 67.1％、「祖父母宅や友人・知人宅」が 20.3％となっています。 

平成 25 年度調査では、「自宅」が最も多く、次いで「習い事」、「学童保育所」の順となって
いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「自宅」と「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」がそれぞれ 54.6％で最も多
く、次いで「学童保育所」が 41.2％となっています。 

平成 25 年度調査では、「習い事」が最も多く、次いで「学童保育所」となっていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③ 小学生の放課後（平日の小学校終了後）の過ごし方 （複数回答） 

80.8%

67.1%

20.3%

16.1%

3.5%

0.4%

26.9%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカー

クラブ、学習塾など）

祖父母宅や友人・知人宅

学童保育所

児童センター・老幼の館

ファミリーサポートセンター

その他（公民館、公園など）

無回答

総数＝516（複数回答）

④ 未就学児童の保護者が希望する小学校低学年の放課後（平日の小学校終了後）の

過ごし方 （複数回答） 

54.6%

54.6%

41.2%

12.6%

3.4%

0.8%

19.3%

10.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカー

クラブ、学習塾など）

学童保育所

祖父母宅や友人・知人宅

児童センター・老幼の館

ファミリーサポートセンター

その他（公民館、公園など）

無回答

総数＝119（複数回答）

③ 小学生の放課後（平日の小学校終了後）の過ごし方 （複数回答） 

80.8%

67.1%

20.3%

16.1%

3.5%

0.4%

26.9%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカー

クラブ、学習塾など）

祖父母宅や友人・知人宅

学童保育所

児童センター・老幼の館

ファミリーサポートセンター

その他（公民館、公園など）

無回答

総数＝516（複数回答）

④ 未就学児童の保護者が希望する小学校低学年の放課後（平日の小学校終了後）

の過ごし方 （複数回答） 

54.6%

54.6%

41.2%

12.6%

3.4%

0.8%

19.3%

10.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカー

クラブ、学習塾など）

学童保育所

祖父母宅や友人・知人宅

児童センター・老幼の館

ファミリーサポートセンター

その他（公民館、公園など）

無回答

総数＝119（複数回答）
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区分 新 旧 
新 P26 
旧 P22 

 
 
 

「自宅」が 71.4％で最も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が

64.7％、「学童保育所」が 21.8％となっています。 

平成 30 年度調査では「自宅」が最も多いのに対し、平成 25 年度調査では「習い事」が最も多く、

次に「自宅」となっていました。いずれの調査においても、低学年と比べると高学年では「学童保育所」

を希望する割合が小さくなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜未就学児童＞ 

「子どもを叱りすぎているような気がすること」が 22.4％で最も多く、次いで「食事や栄養に関する

こと」が 20.8％、「子どもとの時間を十分にとれないこと」が 19.5％となっています。 

平成 25 年度調査、平成 30 年度調査の両方で、「子供を叱り過ぎているような気がすること」が最

も多くなっていました。今回の調査では前回と比較して、「子どもとの時間を十分にとれないこと」や

「仕事や自分のやりたいことが十分できないこと」とが増えています。一方で、前回の調査で上位であ

った、「友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること」が減少していました。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

「自宅」が 71.4％で最も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」

が 64.7％、「学童保育所」が 21.8％となっています。 

平成 30 年度調査では「自宅」が最も多いのに対し、平成 25 年度調査では「習い事」が最

も多く、次に「自宅」となっていました。いずれの調査においても、低学年と比べると高学年では

「学童保育所」を希望する割合が小さくなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜未就学児童＞ 

「子どもを叱りすぎているような気がすること」が 22.4％で最も多く、次いで「食事や栄養に

関すること」が 20.8％、「子どもとの時間を十分にとれないこと」が 19.5％となっています。 

平成 25 年度調査、平成 30 年度調査の両方で、「子供を叱り過ぎているような気がするこ

と」が最も多くなっていました。今回の調査では前回と比較して、「子どもとの時間を十分にとれ

ないこと」や「仕事や自分のやりたいことが十分できないこと」とが増えています。一方で、前回

の調査で上位であった、「友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること」が減少していました。 

 

⑤ 未就学児童の保護者が希望する小学校高学年の放課後（平日の小学校終了後）の

過ごし方 （複数回答） 

71.4%

64.7%

21.8%

18.5%

5.0%

0.8%

20.2%

11.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカー

クラブ、学習塾など）

学童保育所

祖父母宅や友人・知人宅

児童センター・老幼の館

ファミリーサポートセンター

その他（公民館、公園など）

無回答

総数＝119（複数回答）

⑥ 子育て(教育を含む)において悩みや不安を持っているか（複数回答） 
 

⑤ 未就学児童の保護者が希望する小学校高学年の放課後（平日の小学校終了後）の

過ごし方 （複数回答） 

71.4%

64.7%

21.8%

18.5%

5.0%

0.8%

20.2%

11.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカー

クラブ、学習塾など）

学童保育所

祖父母宅や友人・知人宅

児童センター・老幼の館

ファミリーサポートセンター

その他（公民館、公園など）

無回答

総数＝119（複数回答）

⑥ 子育て(教育を含む)において悩みや不安を持っているか（複数回答） 
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区分 新 旧 
新 P27 
旧 P23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

22.4%

20.8%

19.5%

17.8%

17.3%

16.9%

8.3%

7.5%

7.4%

6.3%

5.1%

4.0%

3.7%

3.5%

2.4%

1.8%

1.1%

7.4%

31.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

子どもを叱りすぎているような気がすること

食事や栄養に関すること

子どもとの時間を十分にとれないこと

子どもの教育に関すること

仕事や自分のやりたいことが
十分できないこと

病気や発育・発達に関すること

子育てに関しての配偶者・パートナーの
協力が少ないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

配偶者・パートナー以外に子育てを
手伝ってくれる人がいないこと

地域の子育て支援サービスの内容や
利用・申込方法がよくわからないこと

子育てに関しての配偶者・パートナーと
子育てに関して意見が合わないこと

育児の方法がよくわからないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場
などまわりの見る目が気になること

子育てのストレスがたまり、子どもに手をあげたり、
世話をしなかったりしてしまうこと

話し相手や相談相手がいないこと

登園拒否などの問題について

その他

無回答

総数＝544（複数回答）
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区分 新 旧 
新 P28 
旧 P24 

＜小学生児童＞ 

「子どもの教育に関すること」が 29.3％で最も多く、次いで「子どもを叱りすぎているような気がす

ること」が 20.5％、「子どもとの時間を十分にとれないこと」が 17.8％となっています。 

平成 25 年度調査で最も多かったのは「友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること」でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜小学生児童＞ 

「子どもの教育に関すること」が 29.3％で最も多く、次いで「子どもを叱りすぎているような

気がすること」が 20.5％、「子どもとの時間を十分にとれないこと」が 17.8％となっています。 

平成 25 年度調査で最も多かったのは「友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること」でし

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29.3%

20.5%

17.8%

16.1%

13.4%

11.4%

8.7%

8.1%

6.8%

4.5%

3.9%

2.3%

1.9%

1.6%

1.4%

1.2%

1.2%

7.2%

31.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

子どもの教育に関すること

子どもを叱りすぎているような気がすること

子どもとの時間を十分にとれないこと

友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

病気や発育・発達に関すること

仕事や自分のやりたいことが

十分できないこと

食事や栄養に関すること

子育てに関しての配偶者・パートナーの
協力が少ないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子育てに関しての配偶者・パートナーと
子育てに関して意見が合わないこと

配偶者・パートナー以外に子育てを
手伝ってくれる人がいないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場

などまわりの見る目が気になること

話し相手や相談相手がいないこと

登園拒否などの問題について

子育てのストレスがたまり、子どもに手をあげたり、
世話をしなかったりしてしまうこと

育児の方法がよくわからないこと

地域の子育て支援サービスの内容や
利用・申込方法がよくわからないこと

その他

無回答

総数＝516（複数回答）

29.3%

20.5%

17.8%

16.1%

13.4%

11.4%

8.7%

8.1%

6.8%

4.5%

3.9%

2.3%

1.9%

1.6%

1.4%

1.2%

1.2%

7.2%

31.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

子どもの教育に関すること

子どもを叱りすぎているような気がすること

子どもとの時間を十分にとれないこと

友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

病気や発育・発達に関すること

仕事や自分のやりたいことが
十分できないこと

食事や栄養に関すること

子育てに関しての配偶者・パートナーの
協力が少ないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子育てに関しての配偶者・パートナーと
子育てに関して意見が合わないこと

配偶者・パートナー以外に子育てを
手伝ってくれる人がいないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場
などまわりの見る目が気になること

話し相手や相談相手がいないこと

登園拒否などの問題について

子育てのストレスがたまり、子どもに手をあげたり、
世話をしなかったりしてしまうこと

育児の方法がよくわからないこと

地域の子育て支援サービスの内容や
利用・申込方法がよくわからないこと

その他

無回答

総数＝516（複数回答）
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区分 新 旧 
新 P29 
旧 P25 
 

 

 

「以前は働いていたが、現在は働いていない」が 36.4％で最も多く、次いで「フルタイムで働いており、産

休・育休・介護休業中ではない」が 23.9％、「パート・アルバイト等で働いており、産休・育休・介護休業中で

はない」が 22.1％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「働いていなかった」が 48.2％で最も多く、次いで「取得した（取得中である）」が 40.1％、「取得してい

ない」が 9.9％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「以前は働いていたが、現在は働いていない」が 36.4％で最も多く、次いで「フルタイムで働いており、

産休・育休・介護休業中ではない」が 23.9％、「パート・アルバイト等で働いており、産休・育休・介護休業

中ではない」が 22.1％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「働いていなかった」が 48.2％で最も多く、次いで「取得した（取得中である）」が 40.1％、「取得して

いない」が 9.9％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦ 母親の働きかたについて＜未就学児童＞ 
 

23.9%

11.2%

22.1%

3.7%

36.4%

2.0%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイムで働いており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで働いているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で働いており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で働いているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は働いていたが、

現在は働いていない

これまで働いたことがない

無回答

総数＝544

⑧ 母親の育児休業の取得状況＜未就学児童＞ 

⑦ 母親の働きかたについて＜未就学児童＞ 
 

23.9%

11.2%

22.1%

3.7%

36.4%

2.0%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイムで働いており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで働いているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で働いており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で働いているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は働いていたが、

現在は働いていない

これまで働いたことがない

無回答

総数＝544

⑧ 母親の育児休業の取得状況＜未就学児童＞ 

働いていなかった

48.2%

取得した（取得中

である）
40.1%

取得していない

9.9%

無回答

1.8%

総数

544



 

33 
 

区分 新 旧 
新 P30 
旧 P26 
 

<実際の育児休業の取得期間（母親）> 

「10～12 か月」が 24.3％で最も多く、次いで「13～15 か月」が 15.3％、「７～９か月」が

14.6％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<１歳になったときに必ず利用できる事業がある場合の、母親の育児休業の取得希望> 

「１歳になるまで育児休業を取得したい」が 80.0％、「１歳になる前に復帰したい」が 7.3％とな

っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<実際の育児休業の取得期間（母親）> 

「10～12 か月」が 24.3％で最も多く、次いで「13～15 か月」が 15.3％、「７～９か月」が

14.6％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<１歳になったときに必ず利用できる事業がある場合の、母親の育児休業の取得希望> 

「１歳になるまで育児休業を取得したい」が 80.0％、「１歳になる前に復帰したい」が 7.3％と

なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.0%

1.4%

4.2%

14.6%

24.3%

15.3%

13.2%

5.6%

9.0%

12.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0か月

1～3か月

4～6か月

7～9か月

10～12か月

13～15か月

16～18か月

19～24か月

25か月以上

無回答

総数＝144

1歳になるまで育児

休業を取得したい

80.0%

1歳になる前に

復帰したい

7.3％

無回答

12.7％

総数

55

0.0%

1.4%

4.2%

14.6%

24.3%

15.3%

13.2%

5.6%

9.0%

12.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0か月

1～3か月

4～6か月

7～9か月

10～12か月

13～15か月

16～18か月

19～24か月

25か月以上

無回答

総数＝144
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区分 新 旧 
新 P31 
旧 P27 
 

 
 

 

「働いていなかった」が 62.6％で最も多く、次いで「取得した（取得中である）」が 23.4％、「取得

していない」が 10.3％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜未就学児童保護者との比較＞ 

未就学児童の調査では、育児休業を「取得した（取得中である）」が 40.1％ですが、小学生児童

の調査では 23.4％です。このことから、未就学児童を養育する保護者の世代では、育児休業を取得

しながら仕事を継続する人の割合が増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

「働いていなかった」が 62.6％で最も多く、次いで「取得した（取得中である）」が

23.4％、「取得していない」が 10.3％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜未就学児童保護者との比較＞ 

未就学児童の調査では、育児休業を「取得した（取得中である）」が 40.1％ですが、小学

生児童の調査では 23.4％です。このことから、未就学児童を養育する保護者の世代では、育

児休業を取得しながら仕事を継続する人の割合が増加しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

⑨ 母親の育児休業の取得状況＜小学生児童＞ ⑨ 母親の育児休業の取得状況＜小学生児童＞ 
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区分 新 旧 
新 P32 
旧 P28 
 

（４）ニーズ調査結果等を踏まえた今後の方向性 

 幼稚園は、令和元年５月１日現在、公立３園、私立 7 園あり、定員は 2,630 名ですが、在園児数

は 1,764 名となっており、定員に対し、在園児数が少ない幼稚園もあります。近年は、認定こども

園へ移行する幼稚園もあり、認定こども園の幼稚園部分の定員は 374 名となっており、在園児数

は 3８２名です。 

 

 保育施設は、平成 31 年４月１日現在、定員は 2,694 名、在園者数は 2,468 名となっており、在

園者数は総定員数を下回っています。しかし、平成 31 年４月１日時点で待機児童が 29 名発生

しており（１歳児 22 名、２歳児 7 名）、３歳未満児の受け入れ枠拡大が喫緊の課題となっていま

す。 
 

 前回のニーズ調査では、０歳から２歳児が保育園を利用する割合が高かったものの、３歳から５歳

では幼稚園の利用が大部分を占めていました。しかし、今回行った調査では、３歳以上児も保育園

の利用割合が高くなっています。 
 

 利用を希望する施設の調査結果では、現在の利用の有無にかかわらず、幼稚園の希望が最も多

いという結果になりました。幼稚園の預かり保育の利用希望も多く、就労している保護者について

も幼稚園の利用希望が多いことがわかります。 
 

 小学生の放課後の過ごし方としては、自宅で過ごす、習い事に行くことが多くなっています。低学年

では３割ほどが学童保育所を利用していますが、高学年になると利用割合が減少しています。 

 

 子育てに係る悩みや不安を持っている家庭も多く、今回の調査では､未就学児童・小学生児童保

護者とも「子どもを叱り過ぎているような気がすること」「子どもとの時間を十分にとれないこと」と

いう回答が目立っています。子育て支援に関する事業の実施や市からの情報発信には、多忙な子

育て世代が利用しやすいような工夫が必要だと考えられます。 
 

 育児休業についての調査では、保育園に必ず入れるのであれば、１歳になるまで育児休業の取得

を希望する保護者の割合が８割と、非常に高くなっていることを踏まえ、教育・保育施設の量の見

込みの参考としています。 
 

 人口推計では子どもの数は減少していきますが、妊娠・出産後も仕事を続ける保護者の割合は増

加していくと考えられます。また、志津北部地区や根郷地区については、人口の増加が予想される

ため、保育の受け皿整備を検討する必要があります。 

（４）ニーズ調査結果等を踏まえた今後の方向性 

 幼稚園は、令和元年５月１日現在、公立３園、私立 7 園あり、定員は 2,630 名ですが、在

園児数は 1,764 名となっており、定員に対し、在園児数が少ない幼稚園もあります。近年

は、認定こども園へ移行する幼稚園もあり、認定こども園の幼稚園部分の定員は 374 名

となっており、在園児数は 3８２名です。 
 

 保育施設は、平成 31 年４月１日現在、定員は 2,694 名、在園者数は 2,468 名となって

おり、在園者数は総定員数を下回っています。しかし、平成 31 年４月１日時点で待機児

童が 29 名発生しており（１歳児 22 名、２歳児 7 名）、３歳未満児の受け入れ枠拡大が

喫緊の課題となっています。 
 

 前回のニーズ調査では、０歳から２歳児が保育園を利用する割合が高かったものの、３歳

から５歳では幼稚園の利用が大部分を占めていました。しかし、今回行った調査では、３歳

以上児も保育園の利用割合が高くなっています。 
 

 利用を希望する施設の調査結果では、現在の利用の有無にかかわらず、幼稚園の希望

が最も多いという結果になりました。幼稚園の預かり保育の利用希望も多く、就労してい

る保護者についても幼稚園の利用希望が多いことがわかります。 
 

 小学生の放課後の過ごし方としては、自宅で過ごす、習い事に行くことが多くなっていま

す。低学年では３割ほどが学童保育所を利用していますが、高学年になると利用割合が

減少しています。 
 

 子育てに係る悩みや不安を持っている家庭も多く、今回の調査では､未就学児童・小学生

児童保護者とも「子どもを叱り過ぎているような気がすること」「子どもとの時間を十分に

とれないこと」という回答が目立っています。子育て支援に関する事業の実施や市からの

情報発信には、多忙な子育て世代が利用しやすいような工夫が必要だと考えられます。 
 

 育児休業についての調査では、保育園に必ず入れるのであれば、１歳になるまで育児休

業の取得を希望する保護者の割合が８割と、非常に高くなっていることを踏まえ、教育・保

育施設の量の見込みの参考としています。 
 

 人口推計では子どもの数は減少していきますが、妊娠・出産後も仕事を続ける保護者の

割合は増加していくと考えられます。また、志津北部地区や根郷地区については、人口の

増加が予想されるため、保育の受け皿整備を検討する必要があります。 

 

 


